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２ 事業の概要・事業スキーム・実施主体等

女性は、ライフステージ毎に心身の状況が大きく変化することにより女性特有の健康課題などが生じるため、就労の継続等に影響を与
えるなど、社会的・経済的な損失も発生している。このため、女性の健康や疾患について、ライフステージ毎に多面的・包括的な分析を
加え、男女の性差を重視し、特性に合った病態の解明・治療・予防に向けた研究を推進するとともに診療機能の充実を図る。

１ 事業の目的

大臣官房厚生科学課
国立高度専門医療研究センター支援室

（内線2624）

令和８年度当初予算案 28億円（22億円）※（ ）内は前年度当初予算額

女性の健康総合センターの体制強化・運営事業

女性のライフコース
と性差を踏まえた基
礎研究・臨床研究の
積極的な推進

女性の健康に関す
るデータセンター
の構築

情報収集・発信、
人材育成、政策提言

女性の体とこころの
ケアなどの支援等

女性の健康総合センター

女性の健康や疾患
に特化した診療機
能の充実

厚 生 労 働 省 国立成育医療研究センター

製 薬 企 業

国 民

アカデミア・関係学会
成育以外のNC等

相談･情報提供等

データ提供･活用等、診療連携

創薬に向けた共同開発･治験参加医療機関の紹介等

女性が人生の各段階で様々な健康課題を有していることを社会全体で共有し、女性が生涯にわたり健康で活躍できる社会を目指す

運営費交付金等の交付

国立成育医療研究センターに設置している女性の健康総合センターにおいて、女性の健康や疾患に特化した研究やデータの
収集・解析、情報発信等を行うために必要な経費について財政支援を行う。

※令和７年度補正予算額 16億円



賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与又は退職金制度

を導入し、支給又は積立てを実施

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

キャリアアップ助成金 雇用環境・均等局有期・短時間労働課（内線5268）
職業安定局障害者雇用対策課（内線5868）

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成

令和８年度当初予算案 1,022億円（1,025億円）※（ ）内は前年度当初予算額

支給額（１人当たり） 加算措置等／加算額

➀有期→正規: 90万円 (67.5万円)

➁有期→無期: 45万円 ( 33万円)

➂無期→正規: 45万円 ( 33万円)

※( )は、大企業の場合の額。＜ ＞は、小規模事業所の場合の額。
※加算措置要件を満たした場合は、支給額＋加算額を助成。
※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、

➀120万円(90万円)➁➂60万円（45万円）となる。
※上限人数は、１年度当たりの上限。記載がないコース

は上限はない。

１事業所当たり 60万円 ( 45万円）

１事業所当たり 40万円 (  30万円)

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定

を３％以上増額改定し、その規定を適用

コース名／コース内容

障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との
共通の賃金規定等を新たに規定・適用

■「職務評価」の活用により実施 １事業所当たり 20万円（15万円）

賞与・退職金制度導入コース
■両方を同時に導入した場合 １事業所当たり16.8万円（12.6万円）

正社員化コース

賃金規定等改定コース

■勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し転換
１事業所当たり 40万円（30万円）

令和6年度実績:71,981件

➀３％以上４％未満: 4万円 (2.6万円）

➁４％以上５％未満: 5万円 (3.3万円）

③５％以上６％未満:6.5万円 (4.3万円）

④６％以上 : 7万円 (4.6万円）

正社員化コース
有期雇用労働者等を正社員転換（※）

※多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）を含む

 正社員転換後6か月間の賃金が正社員転換前6か月間の
賃金と比較して３％以上増額していることが必要  新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外

 有期雇用期間が通算５年超の者は無期雇用労働者とみなして適用

※国（都道府県労働局）で支給事務を実施

■通常の正社員転換制度を新たに規定し転換
１事業所当たり 20万円（15万円）

■昇給制度を新たに設けた場合 １事業所当たり 20万円（15万円）

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○

上限人数:20人

上限人数:100人

１事業所当たり１回のみ

１事業所当たり１回のみ

a :雇入れから3年以上の有期雇用労働者
ｂ:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が１年以下
②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

ｃ:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

有期→正規:
無期→正規:

40万円（30万円）

20万円（15万円）

【重点支援対象者※】 【左記以外】
80万円（60万円）

40万円（30万円）
※

うち雇用環境・均等局計上分 1,015億円（1,020億円） うち職業安定局計上分 7億円（5億円）

短時間労働者労働時間延⾧支援コース
短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に、賃上げ、
労働時間の延⾧（週当たり５時間以上等）を実施。
また、更なる処遇改善に向けた２年目の取り組みの実施。

60万円（45万円) <75万円> （※）

※１～２年目までの各要件を全て満たした場合の２年間の合計額
複数年度かけて要件を満たす場合も助成対象

年収の壁
対応

■非正規雇用労働者の情報開示加算【新設】
１事業所当たり 20万円（15万円）



２ 事 業 の 概 要

正社員と比べて正社員以外に対してOFF-JTを実施した事業所の割合は低く（正社員71.6％に対し正社員以外31.2％（能力開発基本調
査））、自己啓発の割合も低い（正社員45.3％に対し正社員以外15.8％（同））など、非正規雇用労働者等の能力開発機会が乏しい状況に
ある。また、平日日中の通学を基本とした従前の離職者訓練では、非正規雇用労働者等にとって受講が難しい状況にある。

こうした状況及び令和６、７年度の試行事業の結果等を踏まえ、オンラインを活用した職業訓練を実施することで、全国の非正規雇用労
働者等が働きながら学び、キャリアアップを目指すことができる環境の整備を図ることとする。

１ 事 業 の 目 的

非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練の
本格実施

人材開発統括官付訓練企画室
（内線5227、5926）

（１）本格実施の概要

（２）職業訓練の内容等

イ 訓練期間
原則2か月以上６か月以下（最⾧１年）

ア 実施方法等
①都道府県等

地域ニーズを踏まえた訓練分野やコースについて、オンライ
ン（eラーニング、同時双方向）形式の他、平日夜間・土日のス
クーリングを組み合わせた訓練を実施

②（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED)
オンラインで対応できる訓練コースについて、全国規模で広域的

に実施

エ 受講継続等の支援
訓練実施機関において、学習支援者の配置等を行い、受講継続勧

奨や学習の進捗状況に応じた支援を実施

令和８年度当初予算案 10億円（ 3.1億円）※（）内は前年度当初予算額

※令和７年度補正予算額 50百万円

一般
会計

子子特
会労働特会

育休徴収雇用労災
○

これまで試行的に実施していた非正規雇用労働者等が働きながら学びや
すい職業訓練について、都道府県等及び独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構が民間教育訓練機関等へオンラインを活用した職業訓練を委
託することにより全国展開を図る。【拡充】

ウ 申込み方法
訓練実施機関に直接申込（受講生も一定の受講費用を負担）
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３ 事 業 ス キ ー ム
（参考）試行事業の実績（令和６年度）:受講者数 554名



「多様な正社員」等の多様な働き方の実現のための環境整備の推進
一般
会計

子子特会労働保険特別会計
育休徴収雇用労災

○

雇用環境・均等局総務課
雇用環境政策室（内線5194）

参 考
・「地方創生2.0の基本的な考え方」（令和６年
12月24日新しい地方経済・生活環境創生本部決
定）
・地方創生2.0基本構想（令和７年6月13日閣議
決定）
・「経済財政運営と改革の基本方針2025」（骨
太の方針2025）（令和７年6月13日閣議決定）

令和８年度当初予算案 62百万円（52百万円）※（）内は前年度当初予算額

２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム 、 実 施 主 体 等

事業運営検討会
事業主の取組を支援

非 正 規 雇 用 労 働 者 の
正社員転換の受け皿等、
多様な働き方を実現する
ための環境整備の推進

制度導入支援セミ
ナーの開催（※）

先行企業の
事例収集

事例やセミナー動画をサイトで配信

委 託 事 業

（ 民 間 団 体 ）

「地方創生2.0の基本的な考え方」（令和６年12月24日新しい地方経済・生活環境創生本部決定）において、「若者、女性に選ばれる地方を作る」ため、具体的
な取組として、短時間正社員など多様な正社員を活用することとされている。また、地方創生2.0基本構想（令和7年６月13日閣議決定）において、「誰もが（中
略）能力を最大限に発揮できるよう」に「短時間正社員を始めとした多様な正社員制度の導入支援」を実施することとされている。 さらに、経済財政運営と改革の
基本方針2025（令和７年6月13日閣議決定）において、短時間正社員をはじめとする多様な正社員制度の普及に取り組むとされている。「多様な正社員」制度を一
層推進するため、企業や労働者が多様な正社員制度を導入・選択するにあたっての課題やニーズを把握するとともに、導入支援員への研修を行い企業へのアウト
リーチ型支援につなげる。非正規雇用労働者の正規転換の受け皿等としての「多様な正社員」制度を中心としつつ、各企業の実情に応じた雇用管理等を支援するこ
とで、労働者のニーズに応じた多様な働き方を実現するための環境整備を推進する。

１ 事 業 の 目 的

興味・関心のある企業アプローチ対象企業
※令和６年度参加者数517人

導入支援員
への研修

（働き方改革推進
支援センター）

「多様な正社員」制
度に関する調査（非
正規雇用労働者・企
業調査）【新規】

○「若者、女性に選ばれる地方を作る」ため、非正規雇用の正規化の推進・待遇改善の具体的な取組として、短時間正社員など
多様な正社員を活用する。
○誰もが（中略）能力を最大限に発揮できるよう、（中略）短時間正社員を始めとした多様な正社員制度の導入支援（中略）を
実施する。
（多様で柔軟な働き方の推進）
〇短時間正社員をはじめとする多様な正社員制度、（中略）の普及に取り組む。

「多様な正社員」制度の周知の実施
（周知セミナー開催:

地方でも実施）【新規】



２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム ・ 実 施 主体 等

１ 事 業 の 目 的

年次有給休暇の取得促進等に向けた働き方・休み方の見直しの推進

令和８年度当初予算案 1.３億円（1.4億円）※（ ）内は前年度当初予算額 一般
会計

子子特会労働保険特別会計
育休徴収雇用労災

○

雇用環境・均等局総務課
雇用環境政策室（内線7915）

年次有給休暇は、各種政府決定において取得促進を図ることとされており、特に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」で示された2028年（令
和10年）までに取得率70％以上を達成するため、労使の働き方・休み方の見直しに対する効果的な支援、休暇取得促進の機運の醸成を図る取組を推進
する。

時季を捉えた年次有給休暇取得促進等に係る広報事業（委託事業（民間団体））
「過労死大綱」で示された、年次有給休暇取得促進期間及び全国の労使団体や個別企業の労使への集中的な広報のため、以下の取組を実施する。

（１）年次有給休暇の取得促進
○年次有給休暇の連続取得の促進を図る環境整備のため、

◇夏季、年末年始、ゴールデンウィーク
◇年次有給休暇取得促進期間（10月）の時季を捉えた集中的な広報を実施

○ポスター・リーフレットの作成、駅貼広告、新聞広告、インターネット広告を実施
※年次有給休暇取得促進ポスターの駅貼広告 725箇所（令和６年度）

（２）特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度等普及事業
「第４次犯罪被害者等基本計画」で周知・啓発が求められている犯罪被害者等休暇のほか
「労働時間等設定改善指針」に示されている「特に配慮を必要とする労働者」に対する
休暇制度として、社会的関心が高い又は政府として導入促進が求められている休暇制度
（ボランティア休暇、病気休暇、犯罪被害者等休暇、裁判員休暇など）の普及促進を図るため、
以下を実施する。

○特別休暇の普及に向けた検討会の開催

○特別休暇制度に係る企業の好事例を元に特別休暇導入の動機・考え方やその効果を分かりやすく
まとめた事例集及びリーフレットの作成

※特別休暇制度導入事例集制作部数 38,000部（令和６年度）

○特別休暇制度の普及のためのポスター・リーフレットを作成

【年次有給休暇取得促進ポスター】 【特別休暇制度導入事例集】



○ 少子化社会対策大綱等の数値目標ならびに各種労働時間制度や法定以外の休暇制度
の導入状況のほか、年次有給休暇を取得しない理由等について調査する（委託事業
（民間団体））。

○ 過労死大綱で掲げられている「しわ寄せ」防止総合対策推進のため、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と設定し、ポスター・リーフレットの作成、インターネット広
告を行う等により、社会全体の機運の醸成を図る（委託事業（民間団体））。

○ 過労死大綱や少子化社会対策大綱を踏まえ、働き方・休み方の改善に取り組む労使
の意識高揚、ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、ライブ配信によるシンポジウ
ムを開催する（委託事業（民間団体））。

○ 過労死大綱等を踏まえ、働き方・休み方改革の目的タイプ別の取組事例（選択的週
休３日制を導入している企業の事例を含む。）を収集・周知するとともに、働き方・
休み方の現状を客観的に評価することができる「働き方・休み方改善指標」（ポータ
ルサイトに掲載）の効果的な活用を図り、労働環境改善に向けた支援を行う（委託事
業（民間団体））。

○ 過労死大綱を踏まえ、ポータルサイトについて必要な改修を行い、効果的な情報発
信を行う（委託事業（民間団体））。

※働き方・休み方改善ポータルサイトへのアクセス件数2,926,972件（令和６年度）

１ 事 業 の 目 的

⾧時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、選択的週休３日制の普及等に向けた支援

令和８年度当初予算案 6.7億円（6.5億円）※（ ）内は前年度当初予算額 一般
会計

子子特会労働保険特別会計
育休徴収雇用労災

○

労働基準局労働条件政策課（内線5524）
雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室（内線7915）

２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム ・ 実 施 主体 等
① 働き方・休み方改善指標の効果的な活用・普及事業

② 生産性が高く、仕事と生活の調和が取れた働き方の普及のためのシンポジウム
の開催等

③長時間労働につながる取引環境の見直し

④ 労働時間等設定改善に関する意識・動向調査

○ 労働時間等見直しガイドラインリーフレット等の作成、配布（委託事業（民間団
体））。

⑤労働時間等見直しガイドライン等の周知

⑥働き方・休み方改善コンサルタントによる助言・指導

改正労働基準法
による時間外労
働の上限規制を
踏まえた企業の
適切な対応への
支援

企業への助言・指
導等による働き方
の見直しの支援及
び大企業の働き方
改革に伴う下請け
等中小企業への
「しわ寄せ」防止

年次有給休暇、特
別休暇、選択的週
休３日制等の好事
例の収集・提供に
よる休暇等の普及
促進

ワーク・ライフ・バランスや労働者の健

康保持に資する働き方を推進するため、

企業の自主的な働き方・休み方の見直し

に効果的な施策を行うとともに、それに

向けた社会的機運の醸成を図る。

○ 恒常的な⾧時間労働の実態にある事業場に対し、働き方・休み方の改善のための
相談、助言・指導を行うことを目的として配置。

○「働き方」の改善に加え、「休み方」に重点を置いた改善も意識しつつ、仕事の組
み立て方や就労の仕方を見直す等、「働き方」と「休み方」を総合的に改善してい
くための相談、助言・指導を実施。



 テレワークを導入しようとする企業等に対しワンストップでの総合的な相談支援を行う拠点として、テレワーク相談センターを設置し、一体的な支援を実施

 テレワークに関する労務管理やICT（情報通信技術）の双方についてワンストップで相談できる窓口の設置等により、適切な労務管理下におけるテレワークの
導入・定着を図り、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の定着・促進を図る。

テレワーク・ワンストップ・サポート事業

テレワークの導入・実施時の労務管理やICT（情報通信技術）に関する
課題について、窓口のほか、電話や電子メールによりアドバイスを実施

専門的知識を有するテレワークマネージャーが、企業等からの要望に応じ、具
体的な導入支援を行うコンサルティングを実施。特に、テレワークの普及が
進んでいない地方圏・業種等に対してアウトリーチ型のコンサルティングを実施

中小企業や地方企業への普及促進のための全国セミナーの開催、周知ツールの
作成と周知（テレワーク活用の事例集を作成し、周知）。管理職向けのテレ
ワークマネジメントスキル向上のためのセミナーやテレワーク対象労働者向けの
ITリテラシー向上のためのセミナーを実施

厚生労働省と総務省が運営するテレワーク関連のウェブサイトを整理・統合し
た総合ポータルサイトを引き続き運営し、利用者目線に立ったサイトを運営

テレワーク相談センター

・都道府県労働局
・都道府県働き方改革

推進支援センター 等

適切な労務管理下におけるテレワークの実施

企業等に対する支援
• 相談対応（窓口、電話、メール）
• テレワークマネージャーによるコンサルティングの実施
• 全国セミナー・個別相談会の開催
• 総合ポータルサイトの運営 等

１ 事 業 の 目 的

実 施 主 体 : 民 間 事 業 者 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム 、 実 施主 体等

令和８年度当初予算案 1.1億円（1.3億円）※（）内は前年度当初予算額。

雇用環境・均等局在宅労働課
（内線7856）

支援

連
携

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

1/21/2

④ 総合ポータルサイトによる情報発信

① 相談対応

③ 全国セミナー・個別相談会の開催

② コンサルティングの実施



２ 事 業 の 概 要

１ 事 業 の 目 的

人材確保等支援助成金（テレワークコース）

令和８年度当初予算案 1.4億円（1.4億円）※（）内は前年度当初予算額 一般
会計

子子特会労働保険特別会計

育休徴収雇用労災

○

 多様な働き方の実現や生産性の向上、各企業における人材確保・定着等の観点から、適切な労務管理下におけるテレワーク
の導入・定着促進に取り組むことは重要。

 このため、適切な労務管理下におけるテレワークを導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観
点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成金を支給し、支援を行う。

下表のテレワーク制度導入要件とテレワーク実績基準を満たした事業主に支給制度導入助成

支給額支給要件

20万円

【新規導入企業】
○テレワーク制度導入要件
・就業規則におけるテレワーク制度の整備
・労働者及び事業主に対するテレワークに関する労務管理の研修の実施
○テレワーク実績基準
・評価期間（３か月）に一定回数以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は
・評価期間（３か月）に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を１回以上とする
【テレワーク導入済み企業】
○テレワークの実施拡大に関する要件
・就業規則の見直し等のテレワーク制度の拡充（そのためのコンサルティングを含む）
・労働者及び事業主に対するテレワークに関する労務管理の研修の実施
○テレワーク実績基準
・評価期間（３か月）における延べテレワーク実施人数を評価期間前の実績値から25％以上増加

下表の離職率及びテレワーク実績基準の全てを満たした事業主に支給目標達成助成
支給額支給要件

10万円＜※15万円＞
※左記に加え賃上要件達成時

・評価期間後の離職率が30％以下かつ評価期間前を上回っていないこと
・評価期間後のテレワーク実施率が評価期間中の実績を下回っていないこと 等

○令和７年度から制度導入助成及び目標達成助成に重点化

雇用環境・均等局在宅労働課
（内線7873）



２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム 、 実 施 主 体 等

「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）を受け、令和６年に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されたことを踏まえ、
子育て期の労働者及び主な介護の担い手である働き盛り世代の離職防止の観点から、労務管理の専門家が個々の中小企業・労働者の状況や課題に応じ
た支援を実施することにより、制度の周知・理解促進を図る。また、 育児・介護に直面する前の制度の周知や正しい知識の付与が重要であることから、
介護休業制度等の周知事業を実施する。

１ 事 業 の 目 的

中小企業育児・介護休業等推進支援等事業
令和８年度当初予算案 3.４億円（3.3億円）※（）内は前年度当初予算額

雇用環境・均等局職業生活両立課
（内線7863・7859）

＜事業主・労働者支援＞
(1)中小企業育児・介護休業等推進支援事業
○中小企業で働く労働者の育児休業・介護休業の取得や休業
後の円滑な職場復帰、業務の代替等の支援、仕事と育児を両
立する柔軟な働き方の導入を支援するほか、次世代育成支援
対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定を推進するた
め、労務管理の専門家が個々の中小企業・労働者の状況や課
題に応じた支援を実施する。（支援担当者100人→105人）
○改正育児・介護休業法に基づく、柔軟な働き方の実現のた
めの個別周知・意向確認等、介護に係る雇用環境整備、個別
周知・意向確認等について、好事例の提供、各社の課題等を
踏まえた効果的な手法の提案、個別労働者の育休復帰支援プ
ラン・介護支援プラン等策定を支援する。

各当事者に働き掛けることで効果的に育休取得・仕事と育児を両立する柔軟な働き方の導入支援の促進、介護離職防止等に取り組む

介護休業制度等特設サイトを受け皿としてインターネット広
告等の実施や動画の掲載等により、労働者等に介護休業制度
や育児休業制度を予め広く周知し、育児・介護に直面した際
の離職を防止するとともに、仕事と育児・介護を両立しやす
い職場環境づくりを促進する。

(2)従業員の介護離職防止のための介護休業制度等周知事業
＜介護等に直面していない労働者を含めた支援＞

民間事業者等（委託事業）実施主体

中 小 企 業国 （ 委 託 事 業 ）

(1)事業主・労働者支援

(2)育児・介護に直面していない労働者を含めた支援

労 働 者
(育児中）

労 働 者
(介護中）

労 働 者

育児・介護に直面する
労働者の離職防止

制度周知による離職防止

円滑な育休取得・復帰支援

介護休業制度等の
活用による両立支援

仕事と家庭の両立支援プランナーが、
個々の中小企業・労働者の状況・課題
に応じた支援を実施
＜具体的な支援のイメージ＞

①現状をヒアリング
②課題の抽出
③取組内容の整理・アドバイス（※）
④フォローアップ
※:個別周知・雇用環境整備・業務代替等の

支援の効果的手法の提案 など

＜R6年度支援実績＞1,955件

※下線部が拡充部分

仕事と育児を両立する柔軟な
働き方の導入支援

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○



２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

コース名／コース内容

１ 事 業 の 目 的

両立支援等助成金

働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、仕事と
育児・介護の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。

令和８年度当初予算案 392億円（358億円） ※（）内は前年度当初予算額

支給額（休業取得/制度利用者１人当たり） 加算措置／加算額

＜出生時両立支援コース＞
①男性の育児休業取得
１人目で雇用環境整備措置を４つ以上実施した場合 10万円加算
②男性育休取得率の上昇等
第１種受給時にプラチナくるみん認定事業主であった場合 15万円加算

育児休業の円滑な取得・復帰支援の取組を行い、「育休復帰支援
プラン」に基づき３か月以上の育休取得・復帰

制度を3つ導入し、対象者が制度利用 20万円
制度を４つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円
（※）柔軟な働き方を実現するための措置

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整
備を行い、子の出生後８週以内に育休開始
※支給額欄②については常時雇用する労働者の数が300人以下の
事業主も支給対象

育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のた
め、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替
要員の新規雇用（派遣受入含む）を実施
※支給額欄①②について労働者数の要件撤廃。③について常時雇
用する労働者の数が300人以下の事業主を支給対象。

育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、
「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度利用
者を支援

「介護支援プラン」に基づき円滑な介護休業の取得・復
帰や介護のための柔軟な就労形態の制度利用を支援

※１事業主５人まで

※①～③合計で１年度10人まで、初回から５年間

＜各コース共通＞
育児休業等に関する情報公表加算
申請前の直近年度に係る下記①～③の情報を「両立支援のひろ
ば」サイト上で公表した場合、２万円加算
対象の情報:①男性の育児休業等取得率、②女性の育児休業取
得率、③男女別の平均育休取得日数
※各コースごと１回限り。

＜育休中等業務代替支援コース＞
プラチナくるみん認定事業主は、①③を以下の通り割増。
①育児休業中の手当支給

業務代替手当の支給額を4/5に割増
③育児休業中の新規雇用

代替期間に応じた支給額を割増
最大99万円

・最短:７日以上:11万円
・最⾧:１年以上:99万円

48.2億円（33.8億円）

29.6億円（33.6億円）

277.7億円（266.3億円）

17.5億円（12.1億円）

18.2億円（11.9億円）

※中小企業事業主のみ対象（出生時両立支援コース、育休中等業務代替支援コースを
除く）。国（都道府県労働局）で支給事務を実施
※支給額・加算措置の赤字・下線が新規・拡充箇所
※このほか、新規受付停止中の事業所内保育施設コースに0.4億円（0.8億円）を計上

育児休業

育児期の
働き方

介護との
両立

雇用環境・均等局職業生活両立課
（内線7929）

令和6年度支給実績: 18,840 件

育休取得者/制度利用者が有期雇用労働者の場合
①～③に10万円加算（１か月以上の場合のみ）

①男性の育児休業取得（旧第１種）

➁男性育休取得率の上昇等（旧第２種）

➀育休取得時 30万円

②職場復帰時 30万円

 申請年度の前年度を基準とし、男性育休取得率（％）が
30ポイント以上上昇し、50％以上となった場合等

１人目 20万円
２～３人目 10万円

※無期雇用者、
有期雇用労働者各１人限り

 対象労働者が子の出生後８週以内に育休開始

・子の看護等休暇制度有給化支援
制度導入時 30万円

①介護休業 取得・復帰:40万円（※５日以上。15日以上取得・復帰で60万円）
②介護両立支援制度 ※20日以上利用。（）は60日以上利用。

制度１つ導入し、対象者が制度を１つ利用 20万円（30万円）
制度２つ以上導入し、対象者が制度を１つ利用 25万円（40万円）

③業務代替支援※５日以上利用。（）は15日以上取得・利用の場合
介護休業中の新規雇用等 20万円（30万円）
介護休業中の手当支給等 ５万円（10万円）
短時間勤務中の手当支給等 ３万円（※15日以上利用の場合のみ）

④介護休暇制度有給化支援 制度導入時 30万円（50万円）（）は年10日以上の場合

＜柔軟な働き方選択制度等支援コース＞
障害や医療的ケアを要する子を持つ労働者を対象に、制度利用の期間
を子が18歳になる年度末まで引き上げた場合 20万円加算
対象となる子の年齢を中学校卒業まで引き上げた場合 20万円加算

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○

60万円

①育児休業中の手当支給
最大140万円

（「休業取得時」30万円＋
「職場復帰時」110万円）

・業務体制整備経費
１人目20万円（社労士委託なしの場合６万円）

・業務代替手当:支給額の3/4
※上限計10万円/月、法に基づく育休期間終了まで
・業務体制整備経費

１人目20万円（社労士委託なしの場合３万円）
・業務代替手当:支給額の3/4

※上限３万円/月、子が３歳になるまで
代替期間に応じ以下の額を支給
・最短:７日以上:９万円
・最⾧:１年以上:81万円

環境整備加算 10万円加算
 雇用環境整備措置を４つ全て実施した場合

有期雇用労働者加算 10万円加算

②育短勤務中の手当支給
最大128万円

（「育短勤務開始時」23万円＋
「子が３歳到達時」105万円）

③育児休業中の新規雇用
最大81万円

出生時両立支援コース

育児休業等支援コース

育休中等業務代替支援コース

柔軟な働き方選択制度等支援コース

介護離職防止支援コース



２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム 、 実 施 主体 等

■共働き・共育て推進事業とは、男性の育休取得促進・柔軟な働き方を実現するための措置の導入・活用促進により、共働き・共育てを定
着させていくための事業（共育（トモイク）プロジェクト）
■令和８年度においては、改正育児・介護休業法に沿った両立支援制度導入・活用に向けた企業の取組を促進するシンポジウム・セミナー
の開催、企業版両親学級等の取組促進を図るとともに、男性の家事・育児参画を含む仕事と育児の両立に関する意識調査を実施し、企業の
取組を促していくことで男性の育休取得促進、共働き・共育てを強力に推進する。

１ 事 業 の 目 的

共働き・共育て推進事業（共育（トモイク）プロジェクト）
雇用環境・均等局職業生活両立課

（内線7859）

数値目標数値目標

民間事業者等（委託事業）
実施主体

★ 男性の育児休業取得率:現状 40.5%(令和６年度) → 目標 50％※（令和７年）、85％※（令和12年）
※「こども未来戦略」(令和５年12月22日閣議決定)

★ 第１子出産前後の女性の継続就業率:現状 69.5%(令和３年) → 目標 70％（令和７年）

企 業

国 ( 委 託 事 業 )

共 働 き ・ 共 育 て 推 進
委 員 会

労 働 者

情 報 ・ ノ ウ ハ ウ の 提 供 ・ 機 運 の 醸 成

情 報 発 信

○仕事と育児の両立に関する意識調査の実施
・若年層に対し、特に男性の家事・育児参画を含む仕事と育児の両立に関する意識調査を実施し、調査結果を公
表することにより、共働き・共育ての推進に向けた社会的機運の醸成、企業の両立支援制度の導入・活用の促進
を図る

○企業向けシンポジウムの開催
・先進的な仕事と育児の両立支援制度を導入している企業の事例を収集・発信するとともに、経営者や管理職等
によるパネルディスカッション等を実施することで、企業での両立支援制度の導入・活用の取組を支援する

○経営層・企業（管理職）向けセミナー・若年層セミナーの実施（企業版両親学級を含む）
・企業の取組を促進する経営層・企業（管理職）向けセミナーを実施するとともに、今後家事・育児を担う若年
層向けセミナー動画制作及びセミナー実施による両立支援制度の導入・活用を促進
・企業版両親学級の取組を促進するため、セミナーの開催による普及を図るとともに資料等の充実を図る

○業種別の好事例の展開
・育児休業等を取得しやすい雇用環境整備や仕事と育児の両立に関する効果的な取組事例などを業種別に収集・

発信する
○普及啓発資料の作成
・育児休業制度及び「柔軟な働き方を実現するための措置」の活用事例、男性の家事・育児に関する意識啓発の
内容等を盛り込んだ「父親の仕事と育児両立読本」の作成・情報発信をするとともに、ミニリーフレットの作成
及び母子健康手帳との同時配付等による周知を実施

○公式サイトの運用
・改正育介法等の周知や家事・育児体験談等の投稿を促し、参加型サイトとして運用

＜令和６年度実績＞イクメンプロジェクト（旧事業）公式サイトアクセス件数 約68万件

令和８年度当初予算案 1.2億円（1.3億円）※（）内は前年度当初予算額
一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○



２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム ・ 実 施 主体 等

１ 事 業 の 目 的

共働き・共育て推進のための給付 職業安定局雇用保険課
（内線5138、5757）

令和８年度当初予算案 753億円（792億円）※（）内は前年度当初予算額

若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する
必要がある。
・ 特に男性の育児休業取得の更なる促進の観点から、子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶者がともに育児休業をした場合に、育児休業給付に

加え、雇用保険制度において出生後休業支援給付金を支給する。
・ 育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくなるよう、時短勤務中に賃金が低下した場合に雇用保

険制度において育児時短就業給付金を支給する。

育児時短就業給付金出生後休業支援給付金

・時短就業開始前２年間にみなし被保険
者期間が12か月以上あること又は育児
休業給付に係る育児休業から引き続き
時短就業を開始したこと

・２歳未満の子を養育するため、週所定
労働時間を短縮して就業したこと

・育児休業開始前２年間にみなし被保険
者期間が12か月以上あること

・被保険者が子の出生後８週間（注）以内
に14日以上の育児休業をしたこと

・配偶者が子の出生後８週間以内に14
日以上の育児休業をしたこと（例外あ
り）
（注）産後休業をした場合は16週間

支
給
要
件

時短就業中の各月に支払われた賃金額の
10％相当額
※ 時短就業中の各月に支払われた賃金額

が時短前の賃金額の90％超～100％未満
の場合は、給付率を逓減させる

育児休業をした日数（最大28日）×休業
前賃金額の13％相当額
※ 育児休業給付（休業前賃金額の67％相

当額を支給）と合わせて80％（手取り10
割）相当額となる

支
給
額

スキーム

ハ ロ ー ワ ー ク

事 業 主

被 保 険 者

③休業・時短前
賃金の届出、
受給資格確認

⑦支給申請

①育児休業、時
短勤務の申出

⑥支給申請（事
業主経由）

⑧支給

②育児休業、時
短就業の付与

⑤受給資格確認
通知

④受給資格
確認通知

（事業主経由）

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○
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出生後休業支援給付の概要

給付率2/３
（出産手当金※)

給付率50％
（育児休業給付金）

出産 育児休業開始 １歳
180日８週間

１歳２月

母

父
給付率67％

（育児休業給付金）
給付率50％

（育児休業給付金）

育児休業開始

給付率67％
（育児休業給付金）

152日（180日－28日）

給付率
67％

28日

※健康保険等により、産前６週間、産後８週間について、過去12ヶ月における平均標準報酬月額の２/３相当額を支給。

○給付イメージ: が出生後休業支援給付金

28日

13％

13％

給付率 80％
（手取り10割）

１）概要
• 若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を

行う「共働き・共育て」を推進する観点から、子の出生直後の一定期間以内に、原則、被保険者とその配偶者の両
方が育児休業を取得する場合に、出生後休業支援給付を支給。

２）支給要件
• 育児休業給付の支給要件を満たしていること。
• 子の出生直後の一定期間以内（男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８週間以内）に、被保険者とその

配偶者*の両方が14日以上の育児休業を取得すること。 *配偶者がいない場合等は、配偶者の育児休業取得は要件としない。

３）給付額
• 最大28日間、休業開始前賃金の13％相当額。（育児休業給付とあわせて給付率80％（手取りで10割相当））

【施行日】令和７年４月１日
【財 源】子ども・子育て支援金

出生時育児休業給付金



育児時短就業給付の概要

１）概要
• 「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟

な働き方として、時短勤務制度を選択できるようにする、２歳未満の子を養育するために時短就業をする場合に、
育児時短就業給付を支給。

２）支給要件
• 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、又は、育児時短就業開始日前２

年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること。
３）給付額
• 時短勤務中に支払われた賃金額の原則10％。

【施行日】令和７年４月１日
【財 源】子ども・子育て支援金

時短勤務前の賃金に対する比率

賃
金
＋
給
付
額

100％

100％

W:賃金

給付（賃金×10％）

○育児時短就業給付の給付イメージ

90％

時短後の賃金と給付額の合計が時短前
の賃金を超えないように給付率を調整



２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム ・ 実 施 主 体

１ 事 業 の 目 的

勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業
令和８年度当初予算案 1.１億円（1.1億円）※（ ）内は前年度当初予算額 一般

会計
子子特会労働保険特別会計
育休徴収雇用労災

○

雇用環境・均等局総務課
雇用環境政策室（内線7915）

○民間セミナー講師に対する要請事業
企業の人事労務担当者や採用担当者が出席する民間セミナーにおいて、講師から勤務間インターバル制度が人材確保に資する旨の周知するよう、要請活動を行う。

○勤務間インターバル研修事業
産業医や衛生管理者等に対する研修講義において勤務間インターバル制度の内容・効果を周知し、企業における取組を波及させる。

○業種別導入マニュアルの作成
⾧時間労働が懸念され、制度の導入率や認知度が低調な業種を対象にした業種別導入マニュアルを作成する。
※ （令和６年度）業種別導入マニュアルの作成部数（医療業版） 50,550部

働き方・休み方改善ポータルサイトにおいても掲載し周知

○シンポジウムの開催
有識者の講演や導入企業の先進的な取組事例の発表により、制度の重要性や導入のメリットを周知・啓発し、併せて助成金や

導入マニュアル等の導入支援策も周知する。

○インターバル制度導入支援のための動画コンテンツの作成・周知
インターバル制度の導入を希望する企業向けに、企業の先進的な取組事例や制度導入の手順、留意点などを紹介した動画コンテンツを

作成し、ポータルサイトや都道府県労働局を通じて周知・啓発する。

○雑誌等を活用したインターバル制度の周知・啓発
事業主や企業の人事労務担当者向けの雑誌等を活用して、制度の周知・啓発を実施する。等

＜導入マニュアル（全業種版）＞

実施主体:委託事業（民間団体）

勤務間インターバル制度導入促進に向けた労使に対する効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。
労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバルは労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効である

ことから、その導入が事業主の努力義務とされたところ（施行日:平成31年４月１日）。
令和６年８月に閣議決定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」には、勤務間インターバル制度について、2028年（令和10年）までに、①勤務間イン

ターバル制度を知らなかった企業割合を５％未満とすること、②勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15％以上とすることの２つの数値目標が掲げら
れ、「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）」、「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月13日閣議決定）等では、「勤務間インターバル
制度の普及を図る」とされた。

以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知とともに、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組が重要となることから、勤務
間インターバル制度導入促進に向けた効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。



センター

本部

北海道

センター

○○県

センター
○○県

センター

沖縄県

センター

２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム 、 実 施 主体 等

１ 事 業 の 目 的

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

令和８年度当初予算案 30億円（30億円）※（）内は前年度当初予算額。

雇用環境・均等局有期・短時間労働課
（内線5275）

労働基準局労働条件政策課（内線5524）

中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し着実に実施することが必要であるため、センター本部及び47都道府県センターから成る
「働き方改革推進支援センター」を設置し、
○ 労務管理等の専門家による、働き方改革全般に関する窓口相談や、企業訪問やオンラインによるコンサルティングの実施
○ 企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施
○ 働き方改革全般に係る周知啓発及び総合的な情報発信

などの支援を行う。

実施主体：国から民間業者へ委託 事業実績（令和６年度）：窓口等における個別相談件数 約37,000件、コンサルティングによる相談件数 約33,000件

・来所、電話、メールによる相談

…
商工団体・業種別団体等

・商工団体等と連携した、
中小企業等に対するセミナー
の開催

中小企業等

働き方改革推進支援センター ・サイト等の運営による周知啓発、
総合的な情報発信

・専門家研修の実施（職務分析・職
務評価等）

・中小企業等の求めに応じ、訪問・
オンラインコンサルティング等の
伴走型支援を実施

・セミナーの実施

47都道府県センター

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

1/21/2

＜取扱いテーマ例＞
⾧時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引上げ、
様々な労働時間制度の運用、人手不足解消に向けた雇用管理改善、その他ジョブ
型人事指針など雇用・労働関係



２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム

働き方改革推進支援助成金
令和８年度当初予算案 101億円（92億円）※（ ）内は前年度当初予算額 一般

会計
労働保険特別会計

徴収雇用労災

○

労働基準局労働条件政策課（内線5524）

助成上限額※１、※２（補助率原則3/4（団体推進コースは定額））成果目標コース名

①:250万円（月80H超→月60H以下）等
②:100万円（10H以上）等
③: 25万円
④: 25万円
⑤:170万円（11H以上）等 ※自動車運転の業務、医業に従事する医師

150万円（11H以上）等 ※建設事業、砂糖製造業、その他

⑥:100万円（４週４休→４週８休）等
⑦: 50万円

① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
② 所定外労働時間の削減
③ 年休の計画的付与制度の整備
④ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備
⑤ 新規に９時間（※）以上の勤務間インターバル

制度を導入
※ 自動車運転の業務、医業に従事する医師は10時間以上

⑥ 所定休日の増加
⑦ 医師の働き方改革の推進

①～⑥の
何れかを１つ以上建設事業

業種別課題対応コース
（⾧時間労働等の課題を抱える業種等を支
援するため、労働時間の削減等に向けた環
境整備に取り組む中小企業事業主に助成）

①～⑤の
何れかを１つ以上自動車運転の業務

①～⑤又は⑦の
何れかを１つ以上医業に従事する医師

①～⑤の
何れかを１つ以上

砂糖製造業
（鹿児島県・沖縄県に限る）

①～⑤の
何れかを１つ以上

その他⾧時間労働が
認められる業種

①:150万円（月80H超→月60H以下）等
②: 25万円
③: 25万円

① 36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
② 年休の計画的付与制度の整備
③ 時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

①～③の何れかを
１つ以上

労働時間短縮・年休促進支援コース
（労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中
小企業事業主に助成）

勤務間インターバルの時間数に応じて、以下のとおり設定
・９～11H:100万円 ・11H以上:150万円新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入勤務間インターバル導入コース

（勤務間インターバル制度を導入する中小企業事業主に対し助成）

上限額:１00万円荷主等により構成される集団が、構成員である運送事業者の荷待ち・
荷役時間の短縮に効果を上げること

取引環境改善コース（仮称）
（荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取組を行う荷主等の集団に対し助成）

上限額:500万円事業主団体が、傘下企業のうち１/2以上の企業について、その取組又
は取組結果を活用すること

団体推進コース
（傘下企業の生産性の向上に向けた取組を行う事業主団体に対し助成）

○ 加算制度あり（※取引環境改善コース及び団体推進コースを除く）
<賃金引き上げ＞ 賃金を引き上げた労働者数及び企業規模に応じて、助成金の上限額に加算（３％以上:６万円～最大60万円、５％以上:24万円～最大480万円、７％以上:36万円～最大720万円）。
<割増賃金率引き上げ＞ ①割増賃金率を法定より５％以上引き上げた場合、助成金の上限額を25万円加算。

②１か月45時間超60時間以内の時間外労働に対する割増賃金率を50％以上に引き上げる等、一定の要件を満たした場合には、助成金の上限額を100万円加算。

○実施主体:都道府県労働局 ○令和６年度支給件数 4,283件

○ 助成対象となる取組（生産性向上等に向けた取組）:①就業規則の作成・変更、②労務管理担当者・労働者への研修（業務研修を含む）、③外部専門家によるコンサルティング、 ④労務管理用機器等の
導入・更新、⑤労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新、⑥人材確保に向けた取組

（取引環境改善コースは、①好事例の周知、普及啓発、②セミナーの開催、③巡回指導、相談窓口の設定、④労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新 等）
（団体推進コースは、①市場調査、②新ビジネスモデルの開発、実験、③好事例の周知、普及啓発、④セミナーの開催、⑤巡回指導、相談窓口の設置 等）

※ 成果目標の達成状況に基づき、各助成上限額を算出するものであるが、選択する成果目標によってその助成上限額（最大値）が異なる。

○ 生産性向上に向けた設備投資等の取組に係る費用を助成し、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援。
○ 建設業、自動車運転者、医師等のほか、｢過労死等の防止のための対策に関する大綱｣で指摘される情報通信業や宿泊業等も含め、特に時間外労働が⾧い

業種等に対しては引き続き手厚い支援を実施。

１ 事 業 の 目 的



２ 事 業 の 概 要 ・ スキ ーム 、 実 施 主体 等

１ 事 業 の 目 的

職場におけるハラスメントへの総合的な対応

令和８年度当初予算案 9.2 億円（7.9億円）※（）内は前年度当初予算額

雇用環境・均等局雇用機会均等課
（内線7843）

パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメント、求職者等
に対するセクシュアルハラスメントなど職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳を傷つけ継続就業を妨げる大きな障害となるものであ
り、社会的関心も高く、労働者から多数の相談が寄せられている一方、関係法令や具体的な対応に関する周知が不十分との声がある。

また、これらの職場におけるハラスメントは複合的に生じることも多く、労働者の意欲・能力の発揮を阻害し職場環境を悪化させるもの
であることから、総合的・一体的にハラスメント対策を行う必要がある。
※経済財政運営と改革の基本方針2025（令和７年6月13日閣議決定）においても、ハラスメント対策の推進に取り組むとされている。

実 施 主 体
実施主体:国、都道府県労働局、委託事業（民間会社）

○ ポスターの作成・配布

○ 職場のハラスメント防止対策パンフレット等（事業主向け・労働者向け）
の作成・配布

○ ハラスメントに関する情報提供ポータルサイトの運営

○ X（旧ツイッター）、フェイスブック等を利用した広報

○ ハラスメント撲滅対策の全国集中実施（職場のハラスメント撲滅月間）
・シンポジウムの開催等 ・月間ポスターや啓発動画の作成

○ 就活ハラスメント・カスタマーハラスメント対策に関する情報発信

○ 事業主やハラスメント相談窓口担当者等を対象とした研修動画の配信

○ 業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援

○ ハラスメント事案解決のための支援・マニュアル周知 ※一部拡充

○ 全国の労働局による事業主向け説明会の開催

周
知
・
啓
発

企
業
等
へ
の
支
援

相
談
対
応

○ 全国の労働局における、職場における
ハラスメントに関する相談対応

※一部拡充

事 業 実 績

ポータルサイトへの月平均アクセス数:203,474件
（令和６年度）

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

約2/3約1/3

調
査 ○ ハラスメント実態調査 ※新規



事 業 実 績

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム 、 実 施主 体等

１ 事 業 の 目 的

民間企業における女性活躍促進事業
令和８年度当初予算案 2.1 億円（2.4 億円）※（）内は前年度当初予算額

雇用環境・均等局雇用機会均等課
（内線7953、5110）

事業主、特に中小企業を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえた取組内容のあり方、男女の賃金の差異の要因分析、
定められた目標の達成に向けた手順等について、個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティング等を実施し、我が国における女性活躍
の一層の推進を図る。また、女性の活躍推進の観点で特に課題とされている女性の正規雇用におけるＬ字カーブの解消のための施策として、
アンコンシャス・バイアス解消に向けた啓発、および学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知・啓発に取り組む。

加えて、女性活躍推進法の周知・指導に取り組む。

〇女性活躍推進アドバイザーによる、
個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティングの実施（支援回数の拡充）

1社あたり上限 4（3）回 × 900社
〇女性活躍推進センターの運営
○女性管理職育成のポイント（デジタルリーフレット）の作成（新規）

L字カーブ解消のための啓発L字カーブ解消のための啓発

個別訪問・オンラインによる企業等への支援個別訪問・オンラインによる企業等への支援

〇地域の実情を踏まえた女性活躍推進に係る周知・広報
〇アンコンシャス・バイアス解消に向けた啓発
〇学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する広報資料（デジタル

リーフレット）の作成

コンサルティング件数:315社
（令和6年度）

女性活躍推進法の内容に係る周知・指導女性活躍推進法の内容に係る周知・指導

〇改正女性活躍推進法に係る説明、問い合わせ・相談対応等を行う指導員の配置

実 施 主 体

国、都道府県労働局、委託事業（民間企業等）

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○



２ 事業の概要・スキーム、実施主体等

１ 事業の目的

令和８年度当初予算案 3.0億円（3.1億円）※（）内は前年度当初予算額

企業における女性活躍推進に関する情報や、女性活躍推進と仕事と家庭の両立に係る取組を一覧化し、公表する場を提供するこ
とにより、女性の活躍推進のための取組や、仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい環境整備を促進する。

【実施主体】 委託事業（民間団体等）

B社A社

東京都○○区４５６東京都○○区１２３
101人以上101人以上

6.2%（女性 ー 人）
管理職全体（男女計 ー 人)

16.2%    （女性2人）
管理職全体（男女計12人)

部⾧、副部⾧、店⾧、副店⾧
（全労働者） 90.0%
（正規） 88.0%
（非正規） 92.0%

（全労働者） 68.0%
（正規） 76.4%
(非正規) 71.7%

・正規雇用労働者:正社員
・非正規雇用労働者:有期契約社
員
男女間における給与制度上の差は
ありませんが、職種や職務内容が
異なるため、平均給与に差が生じ
ている。
役職者に占める女性従業員の割合
を40％以上にする目標に向け、
研修を充実させ、対象となる従業
員に対し、定期的に面談を行うな
どキャリア形成を図る・・・

企業名
所在地

企業規模
企業認定等

管理職に占める
女性労働者の割合

最 新 の 数 値 が 掲 載 さ れ て い て 各 企 業 の 比 較 も し や す い !
企 業 ラ ン キ ン グ を 見 る こ と も 出 来 る !

要因分析や今後の取組が
記載されている!

【女性の活躍推進企業データベース・イメージ】 「女性の活躍推進企業データベース」の
活用の促進・機能強化等

【事業概要】
■女性活躍推進法の改正で、常時雇用労働者数101人以上の事業
主に男女の賃金差異及び女性管理職比率の情報公表が義務づけら
れること等を踏まえ、データベース上で公表するよう周知や登録
勧奨等を行い、女性活躍等に関する企業情報の見える化を推進す
る。
■就職活動中の学生や求職者向けに民間の就職支援サイト等と連
携した周知を実施することにより、学生をはじめとした求職者が
男女の賃金差異や女性管理職比率等に着目し、企業選択を行える
よう周知・啓発を進める。また、データ登録機能やコンテンツの
充実をおこない、更なる利便性を求め、データベースのユーザビ
リティの向上を図る。
■女性の活躍推進及び仕事と育児・介護の両立支援について、他
の模範となる取組を行う企業の事例を収集・取りまとめを行い、
企業向けに発信する。

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/URL スマホ版

【事業実績】 年間アクセス件数（令和６年度）
女性の推進企業データベース:1,266,807件

（参考:年間アクセス数（令和5年度）750,508件）

男女の賃金の差異

男女の賃金の差異の説明

人数や役職名が記載されていてわかりやすい!

「両立支援のひろば」
と連携!

女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業 雇用環境・均等局雇用機会均等課
（内線7842、7859）

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○



２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム 、 実 施主 体等

子育て中の女性等に対する就職支援を強化するため、専門支援窓口「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」を設置。
子ども連れで来所しやすい環境を整備し、求職者の状況に応じた担当者制の個別支援を行う。

１ 事 業 の 目 的

マザーズハローワーク事業

令和８年度当初予算案 45億円（ 42億円）※（）内は前年度当初予算額

職業安定局総務課首席職業指導官室（内線5779）

マザーズハローワーク 23か所 （前年度同数）
マザーズコーナー 183か所 （前年度同数）

「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」における就職支援

設置箇所

実施体制 職業相談員 239人 （前年度同数）
就職支援ナビゲーター 325人 （前年度同数）
求人者支援員 33人 （前年度同数）

支援内容
・一人ひとりの状況に応じた きめ細かな就職支援

担当者制・予約制によるきめ細かな職業相談・職業紹介を実施。地域
の子育て支援拠点や子育て中の女性等の支援に取り組むNPOへのアウ
トリーチ型支援（出張相談、就職支援セミナー）のための就職支援ナ
ビゲーターを配置（23か所） 。

・求職者の希望やニーズに適合する求人開拓のほか、仕事と子育て
が両立しやすい求人情報を収集・提供

・就職活動に向けた心構え、面接対策、パソコン講習など、再就職
に資する各種セミナーの実施

・各種就職支援サービスのオンライン化の推進
子育て中の女性等が自宅でも求職活動ができるよう、全国のマザーズ
ハローワーク及び主要なマザーズコーナー（68か所）において、各種
就職支援サービスをオンラインで利用できる「オンラインマザーズハ
ローワーク」を実施。SNS､HPを活用したイベント情報発信によりマ
ザーズハローワークの利用を促進。

事業実績
令和６年度重点支援対象者 就職件数

62,428件

マザーズハローワークへの誘導 就職支援メニューの提供 就職
・職業相談
（担当者制・予約制）

オンライン職業相談

・SNS・HPによる
情報発信

・アウトリーチ型支援の
実施（出張相談・出張セミナー）

・仕事と子育てが両立しやすい
求人情報の収集・開拓

・職業紹介
オンライン職業紹介

・オンライン求人情報提供

・キッズコーナー等の整備
・保育情報や子育て支援

サービス情報の提供

・セミナー（面接対策等）
パソコン講習

・オンラインセミナー・面接会

子 育 て 中
の 女 性 等

・動画を活用した
周知・広報の実施

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○



２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム 、 実 施 主 体 等

１ 事 業 の 目 的

働く女性の健康支援事業

令和８年度当初予算案 79百万円（79百万円）※（）内は前年度当初予算額

雇用環境・均等局雇用機会均等課
（内線7905、5110）

妊娠中又は出産後も働き続ける女性が増加する中にあって、令和７年に改正された女性活躍推進法で「女性の活躍推進に当たっては、女性の健康上
の特性に留意して行われるべきである」旨が基本原則で規定された。また、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025」（令和７年６月すべての女
性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部）においても、月経、妊娠・出産、更年期といった働く女性のライフステージごとの健康課題に起
因する、望まない離職を防ぐための支援を求められている。こういった状況を踏まえ、働く女性の健康措置や母性保護が企業内で適切に実施・促進
されつつ、健康・安全で、安心して働き続けることができるよう、事業主及び労働者の理解を深めるための継続的な啓発、更には情報や合理的規制
の不断のアップデートが必要となる。

○企業の人事労務管理担当者等を対象に、女性労働者の月経、妊娠・出産、
更年期等のライフステージごとの健康課題、ストレス対処や母性健康管
理措置等に必要な知識付与のためのオンライン研修会を開催

【令和６年度の実績】サイトアクセス件数:６５９万件

一般
会計

子子特会労働特会

育休徴収雇用労災

○

○企業や働く女性に対して、検討委員会で検討した新たな課題や、
月経や妊娠・出産、更年期、女性に多いガン等の健康課題や母
性健康管理措置等に関する情報を提供するサイトを運営

【サイトの内容】
・事業主や産業保健スタッフ等向けの研修用の教材・動画の配信
・働く女性の健康課題、母性健康管理措置等に関するメール相談
・企業における具体的取組の好事例の掲載
・母性健康管理指導事項連絡カードの使用方法等の情報提供
〇労働者のヘルスリテラシーを高めるため、周知啓発動画の配信
〇サイトの利便性向上のためのコンテンツ等の定期的な見直し
〇企業向け、労働者向けの周知啓発資料の作成・配布

研修会の開催研修会の開催

○労働安全衛生法に基づく労働現場の化学物質の管理・規制のあり方が変
遷する中で女性労働者の活躍と保護を両立させるため、女性・母性の保
護に特化する形で文献・インターネット等の調査により近年の各国の化
学物質規制や化学物質の有害性等について情報収集を行う。

働く女性の健康支援サイト等による周知啓発働く女性の健康支援サイト等による周知啓発

民間団体等に委託して実施

化学物質からの母性保護に係る調査【新規】

女性活躍推進法（基本原則）
・女性の職業生活における活躍推進は女性の健康上の特性に配慮して行われるべき

男女雇用機会均等法（母性健康管理）
・妊娠中の健康診査等の受診に必要な時間の確保
・妊娠中又は産後１年以内の健康診査等による指導事項に沿った勤務時間の変更等

労働基準法（母性保護）
・生理休暇・産前産後休業
・妊産婦等の軽易業務への転換・危険有害業務の就業制限

関係法令



令和８年度当初予算案 84百万円（84百万円）※（）内は前年度当初予算額

両立支援等助成金
（不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース）

雇用環境・均等局
雇用機会均等課（内線7905、5110）

１ 事 業の 目 的
不妊治療、月経関連の症状や更年期障害等の問題により「職場で何かをあきらめなくてはならないと感じた経験」がある女性従業員のうち約

６割が「正社員として働くこと」をあきらめなくてはならないと感じたことがある、という結果が出ており、実効性の高い支援を充実させるこ
とが急務である。このため、これらに取り組む中小企業事業主に対して助成を行うことにより、職場環境の整備を進め離職防止を図る。

２ 事 業の 概 要 ・ スキ ー ム
１ 支給対象となる事業主

不妊治療、月経（PMS（月経前症候群）含む。以下、同じ。）や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度
（①休暇制度（特定目的・多目的とも可。労働基準法第３９条の年次有給休暇及び同法第68条の生理休暇を除く。ただし、有給の生理休暇は
対象とする。)、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥在宅勤務等（テレワークを含む））
を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度（上記①～⑥）を労
働者に利用させた中小企業事業主

２ 支給要件としての環境整備・休暇取得等
ア 不妊治療のための両立支援制度、健康課題対応のための支援制度（上記１①～⑥）について、労働協約又は就業規則に規定すること
イ 不妊治療と仕事との両立支援、健康課題対応支援を図るための業務を担当し、労働者からの相談に応じる者を選任すること
ウ 労働協約又は就業規則に基づき、不妊治療のための両立支援制度、健康課題対応のための支援制度（上記１①～⑥のうちいずれか１つ
以上）を合計５日（回）以上労働者に利用させたこと

３ 支給額
（１）環境整備、休暇の取得等

上記２により環境整備を図り、それぞれに関する制度利用者が合計５日（回）以上利用した場合
１事業主当たり 各１回限り 30万円（ ①不妊治療、②月経に関する課題の解決、③更年期に関する課題の解決）

（２）不妊治療に関する長期休暇の加算（令和８年度までの経過措置）
不妊治療に関する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ３か月以上継続勤務させた場合
１事業主当たり、30万円（不妊治療に関する休暇取得者が２０日以上連続して取得する場合はその者を対象とする。）

４ 支給機関
都道府県労働局 支給実績（令和６年度）：213件（不妊治療と仕事の両立支援のみ）

一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○



官民協働等女性支援事業

○ 様々な困難な問題を抱えた女性について、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチからの相談対応や、居場所の確保、地域
での自立・定着など、入口から出口まで切れ目のない支援を推進する。

（１）アウトリーチ支援・ＳＮＳ相談支援
困難な問題を抱えた女性について、夜間見回り等による声掛けによる相談支援や、出張相談窓口における相談支援、ＳＮＳを活用した相談支援等を実施。

（２）居場所の確保
一時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断された際に、居場所の提供や食事の提供など日常生活の支援を行うとともに、相談支援を実施。

（３）自立支援
継続的な支援が必要と判断される者や、居場所支援が⾧期化する者に対し、居住地や就業、教育に関する情報提供や助言など必要な自立に向けた支援を実施。

（４）ステップハウス
（３）の実施に際し、一時的な避難場所ではなく、自立に向け、生活再建や生活習慣の改善等の生活支援を受けながら一定期間居住できる場所を確保。
また、ステップハウスの利用者の自立のため、資格取得、就職活動・就職支度や同伴児童の通塾に係る経費について支援する。

（５）アフターケア
（３）または（４）を実施した者に対して、電話相談、家庭訪問、職場訪問等を通じて地域生活を定着させるための継続的な支援を実施。

（６）関係機関連携会議
行政機関、民間団体、医療機関等で構成する会議を設置し、支援内容に関する協議等を行い、相互に情報共有を図る。

（７）支援体制強化（ＩＣＴ導入支援）
（１）～（５）の実施に際し、ＩＣＴを活用した支援の導入や情報管理等を実施。

⑥ 関係機関連携会議の設置等【必須】（関係機関と民間団体の連絡・調整）

＜事業イメージ＞ ➀ アウトリーチ支援・ＳＮＳ相談【必須】（夜間見回り・声掛け・ICTを活用したアウトリーチ）➀ アウトリーチ支援・ＳＮＳ相談【必須】（夜間見回り・声掛け・ICTを活用したアウトリーチ）

民間団体等

＜実施主体＞
都道府県・市町村・特別区

事業の一部（⑥を除く）
を委託等可能
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令和８年度当初予算案 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 23億円の内数（24億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

実施主体 :都道府県・市町村（特別区含む）
補助率 :国１/２、都道府県・市町村（特別区含む） 1/２

＜事業実績＞令和５年度:５自治体（９団体）
令和６年度:13自治体（28団体）
令和７年度:23自治体（44団体）

※①及び⑥については、当該事業による補助を受けずに実施している場合であっても「必須」の条件を満た
すものとして取り扱うこととする。

※①～⑥の事業の実施に際しては、実施主体の策定する計画（都道府県基本計画または市町村基本計画）に
基づき行うものとする。

② 居場所の確保（一時的な「安全・安心な居場所」の提供、相談・見守り支援）② 居場所の確保（一時的な「安全・安心な居場所」の提供、相談・見守り支援）

③ 自立支援（就労支援、学校や家族との調整、医療機関との連携による支援など自立に向けた支援）③ 自立支援（就労支援、学校や家族との調整、医療機関との連携による支援など自立に向けた支援）

⑤ アフターケア（地域生活を定着させるための継続的な支援）⑤ アフターケア（地域生活を定着させるための継続的な支援）

④ ステップハウス（自立に向け生活習慣の改善等の生活支援を受けながら一定期間居住できる場所）④ ステップハウス（自立に向け生活習慣の改善等の生活支援を受けながら一定期間居住できる場所）

⑦ 支援体制強化（ＩＣＴ導入支援）⑦ 支援体制強化（ＩＣＴ導入支援）

社会・援護局地域福祉課
女性支援室（内線4584）

１ 事 業 の 目 的

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

３ 実 施 主 体 等
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施策名：一時保護所・女性自立支援施設受入促進モデル事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

② 対策の柱との関係

社会・援護局地域福祉課
女性支援室
（内線4584）

令和７年度補正予算額 40百万円

○ DV被害や性被害等、様々な困難を抱える女性が、個々の状況に応じた支援を受けられる体制を整備することに

より、より多くの対象者に対して入所による地域移行支援・自立支援を促進する。

○ 秘匿性のない入所者向けに、生活制限を大幅緩和したサテライト型の一時保護所・施設を確保する事業をモデル的に実施する。

都 道 府 県
( 女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー )

OK
携帯 外出 通勤通学

一 時 保 護 所 ・
女 性 自 立 支 援 施 設

携帯 外出 通勤通学
秘匿性あり 秘匿性なし

（現状）

秘匿性確保のため一律
に厳しい生活ルールを
適用

（見直し後）

秘匿性の有無に応じ
て入所者を分離

相談者

【事業概要】
【補助実施主体】都道府県及び女性相談支援センター設置指定都市

【補助率】３/４

秘匿性のない者
のみ抽出

○ 生活制限を緩和したサテライト型を設置することにより、入所支援を受けられる対象者が増加する。

○ 地域・一般社会により近い形での自立支援を行うことにより、退所後の生活再建や地域移行に向けた支援の円滑化が図られる。

【○困難な問題を抱える女性の地域移行支援の推進】

ⅢⅡⅠ

2154321321

○
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施策名：女性相談支援センター等地域連携推進モデル事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

② 対策の柱との関係

社会・援護局地域福祉課
女性支援室
（内線4584）

令和７年度補正予算額 48百万円

厚生労働省

補助

地域連携
担当職員 地域連携

担当職員

都 道 府 県
( 女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー )

他施策との連携促進

地域交流

地域資源の開拓

・地元自治会への説明
・地域のイベント参画
・実習生の受入れ企画 等 ・他機関の会議／研修等の場で女性

支援について周知
・市町村における他の施策分野との
関係構築の橋渡し 等

・女性支援に理解のある雇用主・不動産事業者の開拓
・性被害・PTSD等の診察ができる医療機関の開拓
・一時保護委託先／退所先となり得る施設の開拓 等

地域で女性支援を円滑に進める
ための関係構築・環境整備

【補助実施主体】 都道府県

【補助率】３/４

【事業概要】

○ 他施策との連携や地域の関係者との関係構築等を進めることにより、困難な問題を抱える女性が地域生活に円

滑に移行できる体制の整備を促進する。

○ 女性支援に関わる地域資源の開拓や退所者の地域定着を念頭に置いた地域交流等のコーディネートを行うことにより、地域生活移行に向けた環

境整備を行う事業をモデル的に実施する。

○ 女性支援ニーズや連携の重要性について地域における理解が進み、より円滑な地域移行に向けた地域資源の開拓や連携強化等の支援体制の充

実が図られる。

ⅢⅡⅠ

2154321321

○

【○困難な問題を抱える女性の地域移行支援の推進】
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